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１．会計別総括表 （単位：百万円）

一 般 会 計

義務的経費

裁量的経費

独立行政法人経費

自動車安全特別会計

保障勘定

自動車検査登録勘定

自動車事故対策勘定

合 計

２．主要施策別総括表

１．地域を支え暮らしの安心を守る地域交通の構築

○ 地方バス路線維持対策

○ 公共交通移動円滑化事業

○

２．環境に優しい自動車社会の実現

○ 低公害車普及促進対策

○ 次世代低公害車開発・実用化促進事業

○

○

３．国民に優しく安全・安心な自動車社会の構築

○ 先進安全自動車（ＡＳＶ）プロジェクトの推進

○ 車両の安全対策

○ ＩＴ化等による自動車検査の高度化

○

○ 国際海上コンテナトレーラーに係る事故防止対策推進事業

４．交通事故被害者対策の充実

○ 重度後遺障害者に対する介護料の支給

○ 重度後遺障害者のための療護施設の設置・運営

○ 自動車事故被害者のための医療体制整備事業

○ 自賠責保険の支払いに係る紛争処理機関の審査体制の充実
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会 計 ・ 勘 定 名

主 要 施 策

自動車運送事業者によるＣＯ２削減努力の評価手法、付加価
値創出手法の開発

地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発

地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進
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自動車交通局関係予算総括表

自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業

1,000
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自 動 車 交 通 行 政 主 要 施 策

単位：百万円

１．地域を支え暮らしの安心を守る地域交通の構築

○ 地方バス路線維持対策

○ 公共交通移動円滑化事業

○

【関連事項】

概算決定額（前年度予算額）

真に必要な生活交通を確保し、誰もが安心して使える地域公共交通を構築するた
め、地域の実情や多様なニーズに合致した地域交通の取り組みを支援し、地域交通の
高度化を促進する。

49 52)(地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発

7,551)(

780)(

6,810

769

地 方 バ ス 路 線 維 持 対 策

地域公共交通活性化・再生総合事業 ４０億円

の内数

４４億円

の内数

＜輸送人員推移＞

(全国)

S45年度 約100億人

１９年度から２０年

度にかけての１日当

たりの輸送量は、景

気悪化の影響を受け

減少傾向。

国の役割

広域的・幹線的なバス路

線については、都道府県と

協調して支援

地
方
公
共
団

<地域協議会>

生活交通維持・

公共交通移動円滑化事業

地方バス路線は住民の足として定着

した真に必要な生活路線であり、今後

も確実に措置していく必要性

S45年度 約100億人

↓

H19年度 約43億人

減少傾向。

特に、一定程度の輸

送量のある路線にお

いて減少が顕著。

標準ノンステップバスの普及の促進

標準仕様採用の効果

・高齢者、障害者を含むバス利用者にとって高い利便性を享受できる

・仕様の標準化により大量定型生産を図り、製造コストが低減される

ノンステップバスの普及を拡大

地方の役割

その他のバス路線につ

いては、自治体の判断に

より維持

協調して支援 団
体
に
対
す
る
地
方
財
政
措
置

生活交通維持・

確保方策を

協議・調整
地バス補助

・通常車両価格（ワンステップバス）とノンステップバス車両価格の差

額を、１／２ずつ国と地方公共団体とで協調して補助

・標準仕様ノンステップバスに補助を重点化

国の支援



２．環境に優しい自動車社会の実現

２０２０年のＣＯ２達成削減中期目標（９０年比２５％削減）に向けて、自動車
運送分野や地域交通における環境対策を強力に推進するため、都市サイドとも連携

○ 低公害車普及促進対策

○ 次世代低公害車開発・実用化促進事業

○ 20 0)(

245 360)(

運送分野や地域交通における環境対策を強力に推進するため、都市サイドとも連携
しつつ、ハード、ソフト両面から総合的な施策を推進する。

地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進

1,220)(1,040

○ 自動車運送事業者によるＣＯ２削減努力の評価手法、
付加価値創出手法の開発

0)(19

低公害車普及促進対策

トラック・バス・

ＣＮＧ（圧縮天然ガス）トラック・バス

ＰＭは排出せず、ＮＯｘは５割以上低減
トラック・バス・

タクシー

事業者等国
地方公共団体

等

補

助

補

助

ＣＮＧトラック・バス

新車の導入
補助率補助対象

ＰＭは排出せず、ＮＯｘは５割以上低減

ＣＮＧスタンドが必要

ハイブリッドトラック・バス・タクシー

内燃機関とモーターの２つの動力源を持つ

新たなインフラ整備の必要がない

ハイブリッドタクシー

電気自動車

ハイブリッドトラック・バス

車両本体価格

の1/4

又は

通常車両価格

との差額の

1/2

電気自動車

ＮＯｘ・ＰＭ，ＣＯ２排出ゼロ

「地域交通の革新」 「地域物流の革新」

地方自治体のイニシアチブによる低炭素パーソナルモビリ

ティ導入意欲の高まり（高齢者対策、市街地・観光地活性化

地域内小口輸送（住宅地～分散市街地）に最適化

された車両開発の必要性

地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進

改造費の1/3使用過程車のＣＮＧ車への改造

地方自治体メーカー

●輸送ニーズと車両スペックの不整合

●利便性に対する不安感

●市場可能性に対する不透明感 ●利用環境の未整備

●活用モデルに対する不安感

地域交通・地域物流課題の解決に資する新たな低炭素小型車両が

利用者（運送事業者含）

●利便性に対する不安感●活用モデルに対する不安感

都市・地域整備局、関係省庁等と連携

●社会実証試験等を通じボトルネックを解消。実用性、環境性・安全性を立証。

●車両開発指針の策定により、実用性・汎用性を向上。

●インフラ整備指針の策定により、最適利用環境の整備を促進。



３．国民に優しく安全・安心な自動車社会の構築

○ 先進安全自動車（ＡＳＶ）プロジェクトの推進

○ 車両の安全対策

○ ＩＴ化等による自動車検査の高度化

○ 自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業

○ 国際海上コンテナトレーラーに係る事故防止対策推進事業

171)(

953 1,441)(

33 0)(

国民に優しく安全・安心な自動車社会を構築するため、自動車運送事業者が行う
安全対策強化の取り組みに対する支援の充実のほか、自動車運送事業者等に対する
監査等、ハード・ソフト一体となった安全対策の充実・強化を図る。

99)(95

1,302 1,669)(

143

○ＡＳＶ通信利用型安全運転支援システムの実証実験

先進安全自動車（ＡＳＶ）プロジェクトの推進

見通しの悪い交差点等における危険事象に対応する通信利用型の安全運転支援システムの

本格普及に向けて運転者の受容性確保等の観点からの検討を行う。

【車車間通信のイメージ】

自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業（事故防止対策支援推進事業）

車車間通信：自動車と自動車、自動車と二輪車、自動車と人の間での通信（車車間通信）により、

○被害軽減ブレーキ等の導入に

○安全対策に意欲のある事業者を支援し、「事業用自動車総合安全プラン２００９」に掲げる事故削減目標

（今後１０年間における死者数・事故件数を半減、飲酒運転ゼロ）の確実な達成を図る。
※現行の「先進安全自動車（ＡＳＶ）普及促進事業」を拡充

○運行管理の高度化に対する支援 ○社内安全教育の実施

外部の専門家等の活用による

事故防止のためのコンサル

ティングの実施に対し支援

従前の衝突被害軽減ブレーキに加え、

ふらつき警報等、補助対象を拡大

デジタル運行記録計、ドライブレコーダー

導入に対し支援

データを活用したドライ

バーへの安全指導



４．交通事故被害者対策の充実

○ 重度後遺障害者に対する介護料の支給

○ 重度後遺障害者のための療護施設の設置・運営

○ 自動車事故被害者のための医療体制整備事業

○ 自賠責保険の支払いに係る紛争処理機関の審査体制の充実 150 150)(

302 302)(

3,051 3,043)(

交通事故による重度後遺障害者への支援や自賠責保険の支払いに係る紛争を公正
かつ的確に処理するための審査体制を充実させ、被害者救済対策の増進を図る。

介護料支給の概要

７４億円

の内数

７８億円

の内数

自動車事故により、移動、食事、

排泄など日常生活に常時又は

臨時の介護が必要となった重度

後遺障害者を対象に介護料を支

給

【介護料支給対象】

療護施設の設置・運営

【東北療護センター】

【千葉療護センター】

【中部療護センター】

【岡山療護センター】

【北海道委託病床】
中村記念病院

【九州委託病床】
聖マリア病院

・介護用ベッド

・介護用いす

・消耗品（紙おむつ等） 等

・ホームヘルプ

・訪問入浴

・訪問看護 等

自動車事故発生


